
日本農林規格（JAS）制度 プロフィール 

2007 年 4月 

・認定機関名称又は制度名 

日本農林規格（JAS）制度 

 

・問い合わせ窓口 

・ 農林水産省 消費・安全局 表示・規格課 食品規格班 

TEL ０３－３５０２－８１１１（代） （内線３３１０，３３１１） 

FAX ０３－３５０２－０５９４ 

・ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター規格検査部 規格検査課又は審査官 

    TEL ０４８－６００－２３７１ FAX ０４８－６００－２３７３ 

 

・設立年月日又は制度創設年月日 

  制度創設：平成１８年３月１日（改正 JAS法施行日） 

 

・経営者    

農林水産大臣 

 

・運営委員会議長 

  該当なし 

 

・法的位置づけ（政府機関か民間機関かの別） 

  政府機関 

 

・業務範囲 

  農林水産省 

   登録（外国）認定機関の登録及び監督処分 

  農林水産消費安全技術センター 

   ① 登録（外国）認定機関の登録等のための調査・監査  

② ＪＡＳマークが付された農林物資の検査 

 

・認定対象 

登録認定機関及び登録外国認定機関 

 

・分野別委員会／技術委員会等の構成 



  該当せず 

 

・関係法令 

  農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号） 

 

・標準化機関及び技術活動への参加(ISO等への参加他) 

 農林水産消費安全技術センター 

  ISO／TC34（国際標準化機構／食品専門委員会）、ISO／TC89／SC3（木質パネル委員会／

合板分科会）及び ISO／TC218（木材委員会）の国内審議団体事務局として活動。 

 

・国内・海外機関との協力・連携（ILAC、IAF 等への参加他） 

 なし 

 

・組織図 

以下のとおり 

    

 
 
 

判定部門 

審査官 

技術委員会

管理部門 

企画調整部 

企画広報課 

品質保証課 

業務監査室 

規格検査課 規格検査課 

理 事 長

審査部門   

規格検査部 

審査部門 

地域センター

農林水産大臣 （消費・安全局表示・規格課）



  
                     申  請 
                            

                    報 告 
                  

登 録            申 請   

                            
                 立入検査・報告徴収        報 告 
                 改善命令・登録取消                  
                            

審査依頼        審査結果報告              審査・認定 
                                       監査 
                   審査・監査 

                                 認定取消 

                    是正要求       
                      
                                       是正報告        
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初回審査：書類・事業所（製品検査施設

含む） 

年次監査：製品検査・立会・事業所（製

品検査施設含む） 

農農農林林林水水水産産産大大大臣臣臣 
農林物資の規格化及び品質表

示の適正化に関する法律 登登登
録録録
（（（
外外外
国国国
）））
認認認
定定定
機機機
関関関   

製製製
造造造
業業業
者者者
等等等
ＪＪＪ
ＡＡＡ
ＳＳＳ
マママ
ーーー
ククク
品品品
出出出
荷荷荷   


